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株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行中止に関するお知らせ 

 

当社は、2019 年６月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240

条の規定に基づき、当社の取締役に対して、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の

発行を行うことを決議いたしましたが、本日開催の取締役会にて、その発行を一時、取り止め

ることを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１.株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行を中止する理由 

 2019年６月 29日付「株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について」にて、

新株予約権の総数に誤りがございました。 

つきましては、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行を一時、中止すること

としたものであります。 

 

以上 


